
 

 資料３  

【特定教育・保育施設の利用定員の設定と認可について】 

 

 

1 子ども・子育て支援新制度における給付施設の確認（利用定員設定）について 

  子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」という。）においては、子ども・子育て支援法（以

下「法」という。）に基づき、施設型給付施設（保育所、幼稚園、認定こども園）と地域型保育

給付施設（小規模保育、家庭的保育等）について、各施設の利用定員を定めた上で、運営基準

等を満たしていることを市が確認することとされており、確認を受けた施設が運営費等の給付

（国・県・市からの財政支援）の対象となります。 

  なお、利用定員の設定に際しては、法第 31 条第 2 項等の規定により、審議会その他の合議

制の機関（彦根市子ども・若者会議）の意見を聴取することとされており、今後、新たに給付

対象の確認が必要となる施設について、本会議の意見を聴取し、利用定員設定を行うことにな

ります。 

 

       

    ①施設型給付（特定教育・保育施設） 

 

 

 

    

 

           

 

 

 

  

 

  ※上記の他に、子ども・子育て支援法に基づく施設型給付を受けない、私学助成対象の幼稚園があります。 

 

 （参考）認可定員と利用定員の違い 

認可定員 教育・保育施設の設置に当たり認可された定員 

利用定員 
法に基づく、給付費算定の基礎となる定員 
※認定区分（1～3 号認定）ごとに設定 

 

 

 

保育所 
 保育認定  

（0～5 歳） 

幼稚園 
 教育標準時間認定  

（3～5 歳） 

認定こども園 
 保育認定・教育標準時間認定  

（0～5 歳） 

      

②地域型保育給付（特定地域型保育事業者） 
 保育認定 （0～2 歳） 

[小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育] 
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給付施設の確認（イメージ） 



2 就学前の教育・保育施設の認可について 

  旧制度では、保育所、幼稚園等の設置について、各根拠法令に基づき、県知事による認可等

の手続きがありましたが、新制度においては、地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育

事業等）について、新たに認可制度が設けられ、市が定める設備および運営の基準（彦根市家

庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例）に基づき、認可することとなり

ました。 

  なお、地域型保育事業の認可に際しても、児童福祉法第 34 条の 15 第 4 の規定により、児

童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴取することとなっており、本市においては、

彦根市子ども・若者会議の意見を聴取することとしております。 

 

 （参考）新制度における設置認可 

  保育所 幼稚園 幼保連携型認定こども園 地域型保育事業 

認可主体 県 県 県 市 

根拠法令 児童福祉法 学校教育法 認定こども園法 児童福祉法 

施設の性格 児童福祉施設 学校 学校／児童福祉施設 児童福祉施設 

  ※認定こども園法＝「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」 

 

 （参考）地域型保育事業（小規模保育事業・事業所内保育事業）の主な認可基準 

区 分 保育所 
小規模保育事業 事業所内保育事業 

A 型 B 型 保育所型 小規模型 

定 員 

20 人以上  6～19 人 6～19 人 20 人以上 19 人以下 

※利用定員に応じ地域枠の設定が必要 

職 

員 
職員数 

0 歳児 3：1 

1･2 歳児 6:1 

保育所の配置基準 

＋1 人 
同左 保育所と同じ 

保育所の配置基準 

＋1 人 

資 格 

 
保育士 

※保健師又は看護

師の特例有(1 人

まで) 

 
保育所と同じ 

 
1/2 以上保育士 

※保育所と同様の

特例有 

※保育士以外には

研修実施 

 
保育所と同じ 

 
小規模保育事業 B

型と同じ 
 

設備・面積 

（保育室等） 

 
(0 歳・1 歳児) 

乳児室 

1 人当たり 1.65 ㎡ 

ほふく室 

1 人当たり 3.30 ㎡ 

(2 歳以上児) 

保育室等 

1 人当たり 1.98 ㎡ 
 

 
(0 歳・1 歳児) 

1人当たり3.30㎡ 

(2 歳児) 

1人当たり1.98㎡ 

 
同左 

 
保育所と同じ 

 
小規模保育事業 A

型と同じ 

 

 

給 食 

 
自園調理 

調理室、調理員 

 
自園調理(連携施設

等からの搬入可) 

調理設備、調理員 
 

 
同左 

 
自園調理(連携施設

等からの搬入可) 

調理室、調理員 

 
小規模保育事業 A

型と同じ 

 

  ※食事の提供および連携施設の確保については、経過措置期間（新制度施行後 5 年間）が設けら
れており、確保しないことを理由に認可を拒むことはできないこととされています。 

 



3 認可予定施設に係る利用定員の設定について 

  
[認可主体] 滋賀県  [確認] 彦根市 

事 業 形 態 保育所（小規模保育事業 A 型から移行予定） 

施 設 名  彦根かんがるー保育園 

所 在 地  彦根市戸賀町 53 番地 3 

設 置 者  医療法人 藤野こどもクリニック 

認 可 定 員 ４６人（19 人から増員予定） 

変 更 前 利 用 定 員 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

 2 号認定 － － － － － － － 

3 号認定 ３人 ８人 ８人 － － － 19 人 

変 更 後 利 用 定 員 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

 2 号認定 － － － ９人 ９人 ９人 27 人 

3 号認定 ３人 ８人 ８人 － － － 19 人 

変 更 理 由 

小規模保育事業所卒園後の保育ニーズに対応するため、令和 3 年度に園

舎を増築し、3 歳児から５歳児の利用定員を増員するもので、小規模保育

事業所から保育所に移行するものです。 

変更予定年月日 令和４年 4 月 1 日 

 

 

[認可主体] 滋賀県  [確認] 彦根市 

事 業 形 態 保育所 

施 設 名 （仮称）ウェルネス保育園彦根 

所 在 地  彦根市古沢町 255-1 イオンタウン彦根内 

設 置 者  社会福祉法人 タイケン福祉会 

認可予定定員 45 人 

利用予定定員 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

 2 号認定 － － － 9 人 12 人 12 人 33 人 

 3 号認定 3 人 4 人 5 人 － － － 12 人 

変 更 理 由 
保育ニーズの高まりのため、令和 3 年度に園舎を新設し、保育所の認可

を受け２，３号認定の利用定員の増員を行うものです。 

開設予定年月日 令和 4 年 4 月 1 日 

 

 

 [認可主体] 滋賀県  [確認] 彦根市 

事 業 形 態 幼保連携型認定こども園 

施 設 名  認定こども園 ひかりの森 

所 在 地  彦根市三津町字西河原 462-1 他 

設 置 者 社会福祉法人 心暖まる会 

認可予定定員 75 人 

利用予定定員 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

 1 号認定 － － － 5 人 5 人 5 人 15 人 

 2 号認定 － － － 12 人 12 人 12 人 36 人 

3 号認定 3 人 10 人 11 人 － － － 24 人 

変 更 理 由 

保育ニーズの高まりのため、令和 3 年度に園舎を新設し、幼保連携型認

定こども園の認可を受け 1，２，３号認定の利用定員の増員を行うもので

す。 

開設予定年月日 令和４年 4 月 1 日 

 


